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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月19日(2012.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
１）イソステアリン酸石鹸と、２）オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤とを含有
することを特徴とする、ラメラ液晶中に油性成分が分散した乳化形態のクレンジング化粧
料。
【請求項２】
前記イソステアリン酸石鹸を０．５～５質量％含有することを特徴とする、請求項１に記
載のクレンジング化粧料。
【請求項３】
前記オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤が、モノオレイン酸ポリグリセリル、モ
ノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン、トリオレイン酸トリオキシエチレンソルビ
タン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビットから選択される１種乃至は２種以
上であることを特徴とする、請求項１又は２何れか１項に記載のクレンジング化粧料。
【請求項４】
前記オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤を０．５～４質量％含有することを特徴
とする、請求項１～３何れか１項に記載のクレンジング化粧料。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、クレンジング力、使用性、洗い流し後のすっき
り感及び安定性に優れたクレンジング化粧料を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、イソ
ステアリン酸石鹸と、オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤とを含有することを特
徴とする、ラメラ液晶中に油性成分が分散した乳化形態のクレンジング化粧料がその様な
特性を有していることを見出し、発明を完成させるに至った。即ち、本発明は以下に示す
技術に関するものである。
（１）１）イソステアリン酸石鹸と、２）オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤と
を含有することを特徴とする、ラメラ液晶中に油性成分が分散した乳化形態のクレンジン
グ化粧料。
（２）前記イソステアリン酸石鹸を０．５～５質量％含有することを特徴とする、（１）
に記載のクレンジング化粧料。
（３）前記オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤が、モノオレイン酸ポリグリセリ
ル、モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン、トリオレイン酸トリオキシエチレン
ソルビタン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビットから選択される１種乃至は
２種以上であることを特徴とする、（１）又は（２）何れかに記載のクレンジング化粧料
。
（４）前記オレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤を０．５～４質量％含有すること
を特徴とする、（１）～（３）何れかに記載のクレンジング化粧料
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（２）本発明のクレンジング化粧料の必須成分であるオレイン酸残基を有する非イオン界
面活性剤
本発明のクレンジング化粧料は、乳化剤としてオレイン酸残基を有する非イオン界面活性
剤を含有することを特徴とする。かかるオレイン酸残基を有する非イオン界面活性剤とし
ては、モノオレイン酸ポリグリセリル、モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン、
トリオレイン酸トリオキシエチレンソルビタン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソ
ルビットが好ましく例示できる。これらは単独で使用しても構わないし、２種以上を組み
合わせて使用しても構わないが、モノオレイン酸ポリグリセリルを単独で使用することが
好ましい。かかるオレイン酸含有非イオン界面活性剤は、０．５～４質量％含有すること
が好ましく、１～２．５質量％含有することがさらに好ましい。この量範囲で含有するこ
とにより、前記必須成分であるイソステアリン酸石鹸との組み合わせ効果により、本発明
のクレンジング化粧料において、ラメラ液晶中に油性成分を安定に分散せしめる特徴を有
する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（３）本発明のクレンジング化粧料
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　本発明のクレンジング化粧料は、上記２種の必須成分を含有することを特徴とする。本
発明のクレンジング化粧料の形態としては、クリーム状の形態をとることが最も好ましい
。本発明のクレンジング化粧料の必須成分であるイソステアリン酸石鹸とオレイン酸残基
を有する非イオン界面活性剤は、質量比として１：８～１０：１の割合で含有することが
好ましく、２：５～４：１の割合で含有することがさらに好ましい。これはかかる質量比
で本発明のクレンジング化粧料に含有せしめることにより、ラメラ液晶が安定し、その結
果油性成分の分散が安定化するためクリーム状の形態が維持できるためである。なお、ラ
メラ液晶構造を有するかどうかの確認は、例えば、偏光顕微鏡による観察や、小角Ｘ線散
乱などのような、従来公知の方法によって行えばよい。本発明のクレンジング化粧料にお
いては、かかる成分以外に、通常化粧料で使用される任意成分を本発明の効果を損なわな
い範囲において含有することができる。この様な任意成分としては、例えば、マカデミア
ナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サ
フラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油
、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ
、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワックス類、流動パ
ラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、
マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類、オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリ
ン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級
脂肪酸類、セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアルコール、ベヘ
ニルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコ
ール等の高級アルコール等、イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソス
テアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキ
シル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリ
コール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリ
ン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロー
ルプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサ
ン酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェ
ニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン、オクタメチル
シクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキ
サンシロキサン等の環状ポリシロキサン、アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性
ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸ト
リエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類、塩化ステアリルトリメチルアン
モニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類
、イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド
－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタ
イン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤
類、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソル
ビタン等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリ
コール等）、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ
－グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコ
ールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－
オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェ
ニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・Ｐ
ＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマ
シ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキ
ルグルコシド等の非イオン界面活性剤類、ポリエチレングリコール、グリセリン、１，３
－ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マルチトール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレングリコール
、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキシレングリコール、１，２－オクタンジオー
ル等の多価アルコール類、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の
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保湿成分類、グアガム、クインスシード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、ペ
クチン、マンナン、デンプン、キサンタンガム、カードラン、メチルセルロース、ヒドロ
キシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロ
ース、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、グリコーゲン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン
酸、ヒアルロン酸ナトリウム、トラガントガム、ケラタン硫酸、コンドロイチン、ムコイ
チン硫酸、ヒドロキシエチルグアガム、カルボキシメチルグアガム、デキストラン、ケラ
ト硫酸、ローカストビーンガム、サクシノグルカン、カロニン酸、キチン、キトサン、カ
ルボキシメチルキチン、寒天、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキ
シビニルポリマー及び／又はその塩、アルキル変性カルボキシビニルポリマー及び／又は
その塩、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等の増粘剤
、表面を処理されていてもよい、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸マグネシウ
ム、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、表面を処理されていてもよい、ベンガ
ラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料
類、表面を処理されていてもよい、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール
剤類、レーキ化されていてもよい、赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４
号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１
号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１
号、赤色２０４号等の有機色素類、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸
系紫外線吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系
紫外線吸収剤、糖系紫外線吸収剤、２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル
)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸
収剤類、エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導
体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、ビタミンＢ6ジオクタノエート
、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ15又はその誘導体等のビタミ
ンＢ類、α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－トコフェロール、ビタミンＥア
セテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピ
ロロキノリンキノン等のビタミン類等、メチルパラベン、フェノキシエタノール等の抗菌
剤等、グリチルレチン酸及び／又はその誘導体等の抗炎症成分、メリッサ、クジン、セイ
ヨウノコギリソウ、アルニカ等の植物抽出物、フィトステロール等の植物性ステロール等
、大豆リン脂質等が好ましく例示できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
＜実施例１～９＞
　下記に示す表１の処方に従って、本発明のクレンジング化粧料を作製した。即ち、７０
℃に温度を調整し、イにロを加えて中和しゲルを作製し、さらにハを加えた後に攪拌冷却
し、本発明のクレンジング化粧料の実施例１～９を得た。同様に操作して、比較例１～３
もそれぞれ作製した。クレンジング化粧料の実施例１について、小角Ｘ線散乱測定を行っ
た。広角側のスペクトルを図１に示すが、ラメラ液晶構造に特有のブロードな波形が存在
することを確認した。同様に実施例２～９のクレンジング化粧料もラメラ液晶構造を有し
ていることを確認した。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
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＜試験例１＞
　上記で得られた各実施例及び比較例のクレンジング化粧料について、クレンジング力、
使用性、洗い流し後のすっきり感及び安定性について評価した。即ち、下記表２に示す処
方のリップカラーを上腕内側部に２ｃｍ×４ｃｍの大きさに塗り、この部位に実施例１～
９及び比較例１～３のクレンジング化粧料を使用して評価した。尚、それぞれのクレンジ
ング化粧料に対して独立に試験部位を設定して試験を実施した。評価項目はリップカラー
の落とし易さ（クレンジング力）、クレンジング後の水洗の容易さ（使用性）及び洗い流
し後のすっきり感であった。評価の基準は、◎：非常によい、○：良い、△：やや良い、
×：良くない、の４段階評価とした。又、化粧料を手に取ったときの状態（安定性の高い
クリーム状、安定性の悪い液状）と、乳化粒子を偏光顕微鏡により観察したときの、ラメ
ラ液晶構造の有無についても評価した。結果を表３に示す。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
＜実施例１０～１８＞
上記実施例１～９と同様の方法に従って、下記に示す表４の処方に従って、本発明のクレ
ンジング化粧料の実施例１０～１８を作製した。同様に操作して、比較例４～６もそれぞ
れ作製した。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
＜実施例１９～２７＞
上記実施例１～９と同様の方法に従って、下記に示す表６の処方に従って、本発明のクレ
ンジング化粧料の実施例１９～２７を作製した。同様に操作して、比較例７もそれぞれ作
製した。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
＜実施例２８～３６＞
上記実施例１～９と同様の方法に従って、下記に示す表８の処方に従って、本発明のクレ
ンジング化粧料の実施例２８～３６を作製した。同様に操作して、比較例８～１０もそれ
ぞれ作製した。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
【図１】本発明におけるクレンジング化粧料の実施例１の、小角Ｘ線散乱の広角側スペク
トルを示す図である。
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